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上越市のマーク 

安塚町・スイセン 浦川原村・紫陽花 大島村・雪割草 牧村・ヤマユリ 柿崎町・ハマナス 大潟町・卯の花 頸城村・あやめ 吉川町・あじさい 中郷村・桜 板倉町・山つつじ 清里村・梅 三和村・すいせん 名立町・水仙 

安塚町・キハダ 

上越市・ツバキ 

上越市・サクラ 浦川原村・銀杏 大島村・山桜 牧村・ケヤキ 柿崎町・松 大潟町・松 頸城村・杉 吉川町・梅 中郷村・エンジュ 板倉町・ケヤキ 清里村・杉 三和村・杉 名立町・桜 

合併に向けた具体的な協議 

　上越地域の14市町村は、それぞれの議会議決を経て上越地域合併協議会を設置しました。 

　この協議会は、住民代表の皆さんを始め、地域の有識者や議会議員、市町村長などの参画

の下、合併の期日や方式など合併に向けた具体的な協議や新市建設計画の作成などを行い

ました（新市建設計画については、一緒にお配りした「まちづくり計画編」をご覧ください）。 

　中でも、住民の皆さんの生活に密接に関連する行政サービスについては、新しい上越市と

しての一体性・公平性の確保や受益と負担の原則を基本に、厳しい財政状況の中にあって

も、効率的な行政運営を行いながら将来にわたり安定した行政サービスを提供できるよう、

一つ一つ調整しました。 

　なお、この調整に当たっては、一定期間、各町村の制度を個別に継続したり、段階的に水準

を統一したりするなど、住民の皆さんの生活への影響にも配慮しました。 

このパンフレットは、上越地域合併協議会で協議した結果を住民の皆さんにお知らせ

するため、暮らしに密着した行政サービスの調整内容を中心にまとめたものです。 

合併協議はこのように進められました 
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　14市町村の職員
が集まって業務を行
っています。 

　14市町村の担当課
長で構成する「専門
部会」には、建設、農
林水産、福祉など、22
の部会を設置しまし
た。その下には、14市
町村の担当係長で構
成する「分科会」を設
置しました。 

　議会議員の定数及び任
期の取扱い、地域審議会
及び地域自治組織（仮称）
の取扱い、新市の施策及
び事業、新市の名称、自治
基本条例については、各
市町村から2人ずつ委員
の入った小委員会で協議
しました。 

　合併協議は自治体間
協議です。それぞれの市
町村が自治体としての
意見をまとめました。 

　原案を基に各
市町村で十分な
協議ができるよ
う、採決は、原則
として原案が提
案された会議の
次の回の会議で
行いました。 

　協議会に諮る事項は、14市
町村の助役又は収入役があら
かじめ協議・調整しました。 

　会議を円滑に進
めるための会です。 

木・花の表記は、それぞれの市町村の表記としています。 

も く じ 
●合併に向けた具体的な協議 

●新しい上越市 

　市役所・手数料・住所・広報は… 

●毎日の生活は… 

●健康や福祉は… 
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14市町村の木（13町村の木は、合併後は上越市推奨の木になります。） 

14市町村の花（13町村の花は、合併後は上越市推奨の花になります。） 

会議は103人の委員全員で行いました。 
　会長から提案された 
原案を協議しました。 
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